


参考１ 

2019年国民生活基礎調査の概要 

 

 

１ 調査の目的  
 

本調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働省の所

掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調査客体を抽

出するための親標本を設定することを目的とする。 

 

２ 調査の対象及び客体 
 

全国の世帯及び世帯員を対象とし、世帯票及び健康票については、平成27年国勢調査区から層

化無作為抽出した5,530地区内のすべての世帯（約27万７千世帯）及び世帯員（約68万８千人）を

調査客体とする。 

介護票については、前記の5,530地区から層化無作為抽出した2,500地区内の介護保険法の要介

護者又は要支援者（約６千人）を調査客体とする。 

所得票及び貯蓄票については、前記の5,530地区に設定された単位区から層化無作為抽出した

2,000単位区内のすべての世帯（約５万世帯）及び世帯員（約12万５千人）を調査客体とする。 

（注：「単位区」とは、推計精度の向上、調査員の負担平準化等を図るため、一つの国勢調査区

を地理的に分割したものである。） 

 

３ 調査の時期 
 

世帯票・健康票・介護票 ……… 2019年６月６日（木） 

所得票・貯蓄票 ………………… 2019年７月11日（木） 

（注：所得については、2018(平成30)年１月１日から12月31日までの１年間の所得を調査する。） 

 

４ 調査事項 
 

世帯票 ……… 世帯員数、単独世帯の状況、５月中の家計支出総額、世帯主との続柄、性、出

生年月、配偶者の有無、医療保険の加入状況、公的年金・恩給の受給状況、公

的年金の加入状況、就業状況等 

健康票 ……… 自覚症状、通院、日常生活への影響、健康意識、悩みやストレスの状況、ここ

ろの状態、健康診断等の受診状況等 

介護票 ……… 介護が必要な者の性別と出生年月、要介護度の状況、介護が必要となった原因、

介護サービスの利用状況、主に介護する者の介護時間、家族等と事業者による

主な介護内容等 

所得票 ……… 前年１年間の所得の種類別金額・課税等の状況、生活意識の状況等 

貯蓄票 ……… 貯蓄現在高、借入金残高等 

 

５ 調査の方法  
 

(１) 準備調査については、調査員が平成27年国勢調査区要図に基づいて、受持ち調査地区を巡

回し、調査地区要図及び調査世帯名簿を作成する。 

(２) 本調査については、あらかじめ調査員が配布した調査票に世帯の方が自ら記入し、後日、

調査員が回収する。なお、貯蓄票については密封回収とし、健康票及び所得票についてはや

むを得ない場合をのみ密封回収とする。 

   ただし、調査員が再三訪問しても不在等で一度も面接できない世帯に限り、郵送にて調査

票を回収する（一部の道府県のみ）。  



 

６ 調査の系統 
 
（１）世帯票・健康票・介護票 

  厚生労働省  都道府県  保健所  指導員  調査員  世帯 

保健所設置市 

特 別 区 

 

 

 

（２）所得票・貯蓄票 

  厚生労働省   都道府県  福祉事務所  指導員  調査員  世帯 

市 ・ 特 別 区 及 び 福 祉 

事務所を設置する町村  

 
   
 ※ 調査員が再三訪問しても不在等で一度も面接できない世帯に限る。 

 

 

７ 集計及び結果の公表 
 

集計及び結果の公表は、厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）が行う。 

調査結果は「2019年国民生活基礎調査の概況」及び「2019年国民生活基礎調査（報告書）」と

して速やかに公表するとともに、厚生労働省ホームページに掲載する。 

厚生労働省ホームページ(URL) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21.html 

郵送回収の場合※ 

 

郵送回収の場合※ 

 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21.html


国民生活基礎調査を実施します

（2019年国民生活基礎調査のポスター）

2019年

調査の実施にあたっては、都道府県知事

（指定都市・中核市長・区長）から任命

された調査員がお伺いします。

調査の趣旨・重要性をご理解いただき、

調査にご回答いただきますようお願いいた

します。

✔ 児童のいる世帯の母の「仕事あり」は

70.8％

✔ 相対的貧困率は15.6％

子どもの貧困率は13.9％

✔ 老老介護の割合は54.7％

調査の主な結果

参考２（広報用版下）

● 国勢調査などと同様に、統計法

（平成１９年法律第５３号）に

基づいた基幹統計調査です。

● 厚生労働省が昭和６１年から毎

年実施しており、今回が３４回目

になります。

2019年 国民生活基礎調査 とは

６月６日と７月１１日を調査日として、日本全国で実施する調査です。

皆さまの生活の実態を知り、国のさまざまな取組の基礎資料とします。

● 年金や医療、働き方などについてのわが国の方

針を正しく決める上で、基礎となるデータを集め

るための重要な調査です。

● 全国で約２８万世帯を抽出して行います。

本年は、皆さまがお住まいの地域が調査対象と

なりました。なお、無作為に選んだ一部の世帯の

方には、所得と貯蓄に関する調査も実施します。

？

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list
/20-21.html

国民生活基礎調査 検 索

詳しくは、厚生労働省のホームページまたは
動画チャンネル（YouTube）をご参照ください。

国民生活基礎調査


